
○申請書類について

・ ファイルは、Ａ４版ファイルを標準とします。

・ 書類の先頭には、目次を付けてください。

・ 白紙に数字１～１３のインデックスタグをつけ、項目毎に整理してください。

・ 番号１～３は様式有り、その他は任意様式で整理してください。

・ 引用資料の中に、申請製品に該当しない部分が含まれる場合は、申請製品に該当する箇所に

蛍光ペンなどでマーキングし、一目で該当箇所がわかるようにしてください。

（該当しない箇所には、斜線、取消線の表示をする等の工夫）

・ 製品の写真データを提出してください。（認定となった場合にWebサイトやパンフレットに使用します）

・ 製品見本（縮小サンプル可）を提出してください。

※最終的な受付申請時の作成部数は、３部。（申請者の控え１部、県へ提出２部）

○申請にあたっての留意事項

１．　「認定」が、「県事業での利用」を約束するものではありません。

２．　認定基準づくりからの作業になる場合は時間を要するため早めのご相談をお願いします。

３．　一般化しているリサイクル製品については、本制度によるメリットが少ないです。

４．　販売者（代理店）が申請する場合は、製品への責任の程度と製造者の了解を得てください。

５．　第三者による試験は時間を要する場合がありますので申請時期と、試験時期に留意してください。

　　　また、追加試験をお願いする場合もありますのでご協力をお願いします。

リサイクル製品認定申請における提出書類一覧
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リサイクル製品認定申請書（様式第１号）又は
リサイクル製品認定更新申請書（様式第５号）

誓約書（様式第２号）

申請者の会社パンフレット

申請製品の販売、施工実績等

製品に適用している規格・配合率根拠

安全性を確認できる第三者による試験検査報告書等

製品の製造等工程のフロー図及び写真

工場等の設備配置平面図及び写真

工場概要、工場位置図

環境法令適合状況一覧表

環資源の発生場所を証する書類

申請製品のパンフレット等

提出書類

原材料概要書（様式第１号別紙又は様式第５号別紙）
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記入日：平成　　年　　月　　日

申請者名：

記入者：　　　　　　　　　　　　

アクセス方法

書類リスト

13

リサイクル製品認定申請における提出書類チェック票

（その他製品）

チェック

7

条例

リサイクル製品認定申請書（様式第１号）又は
リサイクル製品認定更新申請書（様式第５号）

最下段欄外にFAX番号、E-mailｱﾄﾞﾚｽ、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURLを記載

第６条第１項第３号

第６条第１項第２号

第６条第１項第６号

第６条第１項第２号

第６条第１項第１号

第６条第１項

第６条第１項

申請者の会社パンフレット　

ＪＩＳ、ＪＡＳなどの公的基準を適用している場合はその資料

製品に適用している規格・配合率根拠 第６条第１項第５号、６号

第６条第１項第４号

5

12

11

実績がない場合は、申請から６ヶ月以内に販売する体制見込み。
更新申請の場合は、過去５年間の年度毎の実績（販売額、販売量、主な納入先、施
工実績）

申請製品の販売、施工実績等（納入先、使用箇所）

業界団体、協会等の基準を適用している場合はその資料

エコマーク等の認定を受けている場合は該当する商品類型基準及び認定証

工場等の設備配置平面図及び写真

工場概要、工場位置図

関係法令、条例、基準値、該当設備、管理方法等、届出書類を添付　

環境法令適合状況一覧表（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動）

県内発生の循環資源かどうか

循環資源の発生場所を証する書類

3
３号（法令遵守）４号（安全性）５号（規格）６号（配合率）

4
申請製品のパンフレット等（製品概要）

特許がある場合はその説明を別途に添付する

6

申請前６ヶ月以内のもの

安全性を確認できる第三者による試験検査報告書等

フロー図、写真には番号を付記し、８の平面図及び写真の番号と整合を取る

製品の製造等工程のフロー図及び写真

平面図、写真には番号を付記し、９のフロー図及び写真の番号と整合を取る

9

8

10

製品名は、固有名称か、同名の製品がある場合は妥当か
1

2

申請者は、製造者か、代理店か、製品に関する責任の所在は

誓約書（様式第２号）

循環資源の配合率

循環資源・半製品の種類、発生場所

原材料概要書（様式第１号別紙又は様式第５号別紙）

製造場所は県内か、県外の場合はその妥当性は

販売済みか、販売体制は整っているか

番号


